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鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託仕様書 

 

第 1章 共通仕様書 

 第 1節 委託業務名 

     鹿児島市衛生処理センター精密機能検査業務委託 

 

 第 2節 業務場所 

     鹿児島市谷山港三丁目２番地１ 

 

 第 3節 履行期間 

     契約締結の日から令和７年３月１４日までとする。 

 

 第 4節 適用 

      本仕様書は、鹿児島市（以下「発注者」という。）が発注する「鹿児島市衛生処理セ

ンター精密機能検査業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。 

 

 第 5節 業務の目的 

      本業務は、発注者が所有する鹿児島市衛生処理センターについて、「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行規則第５条」に基づく精密機能検査を実施する。 

      実施にあたっては、し尿処理施設の機能を保全するために、施設の現況、運転管理

実績等を調査し、その結果を踏まえ維持管理基準及び設計基準とを比較・検討し、処

理負荷及び処理機能の現況を把握するとともに、維持管理、設備・装置等それぞれに

ついての総合評価を行い、今後の施設運営・整備に関する改善策及び整備方針につい

ての検討の基礎資料とすることを目的とする。 

 

 第 6節 業務の概要 

      (1) 対象施設 

        施設名称    鹿児島市衛生処理センター 

        竣工年月    平成１３年３月 

        対象施設    し尿処理施設 

        処理方式    前処理後固液分離下水道投入方式（前処理＋脱水＋希釈） 

                処理フローについては、別紙１のとおり 

処理能力    ３４４㎥／日（平日のみ１日８時間運転） 

      (2) 業務内容 

        「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条」に基づき精密機能検査

を実施するものとし、詳細については第２章によるものとする。 

 

 第 7節 受注者の義務 

      本業務の受注者は、本業務の履行にあたり、業務の目的、内容等を十分に理解した

上で、最高の技術知識を発揮して業務の遂行を行うこと。 
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      なお、本仕様書に明記のない事項であっても、業務上必要なものと認められるもの

については、発注者と協議のうえこれを行うものとする。 

 第 8節 業務管理 

      (1) 受注者は、業務の円滑な進捗を図るため、十分な経験を有する技術者を配置す

るものとする。 

      (2) 管理技術者は、業務の全般にわたり技術的監理を行うものとする。 

      (3) 業務の進捗を図るため、受注者は、業務実施前や実施中に、発注者及び関係機

関と十分な協議を行うものとする。 

        また、協議打合せ事項等は、速やかに受注者が議事録を作成し、発注者に提出

するものとする。 

      (4) 受注者は、業務の過程において発注者から中間報告を求められた場合は、速や

かに報告を行うものとする。 

 

 第 9節 関係法令等の遵守 

      受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令、政令、省令、条例、規則、細則、通

知等を遵守しなければならない。 

      (1)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「環境基本法」 

      (2)「循環型社会形成推進基本法」 

      (3)「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」、「騒音規制法」、「振動規制法」 

      (4)「悪臭防止法」、「下水道法」、「電気事業法」 

      (5)「鹿児島県環境基本条例」、「鹿児島県公害防止条例」 

      (6)「鹿児島市環境基本条例」、「鹿児島市環境保全条例」 

      (7)「鹿児島市一般廃棄物処理基本計画」 

      (8) その他関係法令等 

 

 第 10節 中立性の保持 

      受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するように努めなければなら

ない。 

 

 第 11節 秘密の保持等 

      (1) 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしたり、転用してはならな

い。鹿児島市個人情報保護条例に基づく別記「秘密情報等取扱特記事項」に従

い、その扱いを適正に行うこと。 

      (2) 暴力団関係者による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）を受け

た場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく発注者及び警

察に通報すること。また、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程

に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

 

 第 12節 費用負担 
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      本業務に伴う調査等により、既存設備等に損害又は補償が生じた場合の費用は受注

者の負担とする。 

 

 第 13節 業務上の提出書類 

      (1) 受注者は、業務の着手に先立ち、次の関係書類を遅滞なく発注者に提出し、承

諾を受けるものとする。 

       ①当初（変更）業務工程表････････････････････「契約書第 3条関係」様式有り 

       ②管理技術者・照査技術者選任（変更）通知書･････････････････････････ 

                           「契約書第 13・14条関係」様式有り 

       ③管理技術者・照査技術者経歴書･･････････････････････････････････様式有り 

       ④担当技術者選任届及び経歴書（様式自由） 

⑤業務着手届（様式自由） 

       ⑥業務組織表（様式自由） 

 

      (2) 受注者は、業務の完了にあたって、成果物以外に次の書類を提出しなければな

らない。 

       ①業務完了届（様式自由） 

       ②成果物引渡申出書･･････････････････････････････････････････････様式有り 

 

 第 14節 検査 

      受注者は、業務完了後、所定の手続きを経て発注者の検査を受けるものとする。ま

た、本業務は発注者の検査完了合格をもって完了するが、業務完了後に成果物に記入

漏れ、不備又は誤りが発見された場合、受注者は責任を持って速やかに訂正の上、成

果物を提出するものとする。 

 

 第 15節 資料の貸与 

      発注者は、業務に必要な資料を所定の手続きによって貸与するものとする。 

      受注者は、業務完了後、速やかに発注者に返却するものとする。 

 

 第 16節 成果物の提出 

      受注者は、履行期間の完了日までに以下の成果物を提出するものとする。なお、成

果物の作成にあたっては、その内容及び編集方法等について、あらかじめ発注者と協

議することとする。 

      (1) 精密機能検査報告書  Ａ４ １０部 

      (2) 打合せ議事録   Ａ４  １部 

      (3) 収集資料       １部 

      (4) その他資料       １式 

      (5) 電子データ       １式 
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第 2章 特記仕様書 

     鹿児島市衛生処理センターの運転実績、設備や装置等の劣化状況等を調査するため、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第５条」に基づく精密機能検査を実施

し、今後の施設運営・整備に関する改善策及び整備方針についての検討のための基礎資

料とする。 

     なお、実施にあたっては、昭和５２年環整第９５号厚生省環境衛生局水道環境部環境

整備課長通知の「一般廃棄物処理施設精密機能検査要領」に準拠するものとする。 

 

 第 1節 施設概要の調査 

      (1) 施設の概要 

        処理方式、計画処理能力、改造工事の有無、その他施設の概要、処理工程、補

修工事及び改良工事等の内容について調査する。調査は聞き取り及び資料（書

類、パンフレット等）により行う。 

 

 第 2節 運転管理実績の調査 

      (1) 運転管理実績 

        以下の項目について、過去３年間の実績について調査する。 

       ① 搬入実績 

         搬入量（月別地区別銘柄別）、計画処理量に対する割合、浄化槽汚泥混入

率、月変動係数等 

       ② 運転実績 

         投入量、処理量、希釈水量、放流水量、脱水汚泥量、電力使用量、薬品使用

量等を調査し、設計値及び類似施設の実績値との比較、検討を行う。 

       ③ 定期的に行っている水質試験等の測定結果 

      (2) 作業状況 

        受入、貯留、前処理、汚泥処理、臭気処理等の工程毎に、日常の作業状況や運

転方法を調査する。また、沈砂槽及び各貯留槽の清掃等定期作業状況の調査も行

う。 

 

 第 3節 設備・装置等の状況（現地調査） 

      (1) 書類調査 

        基本図書及び運転記録の点検並びに過去の補修歴、事故等の状況について調査

する。 

      (2) 設備装置等の検査 

        資料及び目視等により、各設備、装置、機器類について検査し、支障なし、要

補修、要更新、要改造、要観察等に分けて判定し、その箇所を示す。検査は施設
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の運転中又は停止時に実施する。検査の状況については写真簿等を整理し、補修

を要する箇所の状況を明確にすること。 

        なお、確認に困難を要するものは、各報告書及び関係者ヒアリング等により補

完できるのものとする。 

        ①土木・建築設備 

         各設備について、亀裂、破損箇所の有無、不等沈下、漏水・浸水の有無、水

槽内部（点検口からの外観検査や写真撮影による確認）の状況等を検査する。 

        ②機械設備 

         各設備について，腐食、損傷の有無、装置の振動、異常音、温度上昇、その

他軸受等のオイル・グリスの補給状況及び損耗等を検査する。 

        ③電気設備 

         各設備について、腐食、損傷の有無、絶縁の良否、装置の振動、異常音、温

度上昇、その他配線、安全器の状況等を検査する。 

        ④配管・弁設備 

         各設備について、腐食、損傷の有無、接続箇所の漏水・浸水の有無、その他

弁類の作動の良否等を検査する。 

        ⑤その他 

         全体的な水位高低関係、悪臭の発生箇所等を検査する。 

 

 第 4節 処理機能状況 

      (1) 水質等の分析 

        し尿、浄化槽汚泥、下水道投入水等の水質分析及び汚泥分析を行い、各工程に

おける処理機能を把握するための資料とする。なお、各工程の試料名及び分析項

目は別紙２のとおりとするが、検査時の運転状況から処理機能の検討、評価に必

要と判断されるものがあれば、検査担当者の判断で追加できるものとする。 

      (2) 臭気測定 

        脱臭装置の出入口において、検知管（簡易的ガス濃度測定器具）を用いて硫化

水素、アンモニア等を測定し、脱臭工程における処理機能を把握するための資料

とする。なお、各工程の試料名及び分析項目は別紙２のとおりとするが、検査時

の運転状況から処理機能の検討、評価に必要と判断されるものがあれば、検査担

当者の判断で追加できるものとする。 

      (3) 処理条件と処理効果 

        水質等の分析結果、臭気測定結果及び運転管理実績を基に各処理工程毎の処理

機能を設計基準と比較、評価する。なお、主な評価項目は以下のとおりとする。 

        ①各工程の負荷率 

        ②各工程の除去率 

        ③各水槽の滞留時間 

        ④各薬品注入率 

 

第 5節 総括 
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       以上の調査及び検討結果を総合的にまとめ、施設の構造及び維持管理上の改善点

を指摘する。「図１ 改善点の指摘」フローを参考とすること。 
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図１ 改善点の指摘 
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別紙２ 

 

水質等分析項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水　温 ｐH ＴＳ SＳ ＢＯＤ ＣＯＤ Ｔ－Ｎ NH4－N
塩化物

イオン
Ｔ－P 水分 NH3 H2S

（℃） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （mg/L） （％） （ppm） （ppm）

〈水質等〉

  搬入し尿 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  搬入浄化槽汚泥 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  除渣し尿（供給汚泥） 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  脱水分離液（混合） 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  希釈水 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  工業用水 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

  放流水（1/3） 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  放流水（2/3） 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  放流水（3/3） 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  脱水分離液（No.1） 1 ○ ○ ○

  脱水分離液（No.2） 1 ○ ○ ○

  脱水分離液（No.3） 1 ○ ○ ○

  脱水分離液（No.4） 1 ○ ○ ○

  脱水分離液（No.5） 1 ○ ○ ○

  脱水汚泥（No.1) 1 ○

  脱水汚泥（No.2) 1 ○

  脱水汚泥（No.3) 1 ○

  脱水汚泥（No.4) 1 ○

  脱水汚泥（No.5) 1 ○

  脱水し渣 1 ○

〈臭　気〉

  高濃度原臭 1 ○ ○

  高濃度処理臭 1 ○ ○

  中濃度原臭 1 ○ ○

  酸洗浄塔出口 1 ○ ○

  アルカリ次亜塩洗浄塔出口 1 ○ ○

  高中濃度活性炭吸着塔出口 1 ○ ○

  低濃度活性炭吸着塔入口 1 ○ ○

  低濃度活性炭吸着塔出口 1 ○ ○

分析数 28 14 14 3 14 9 9 9 8 9 8 6 8 8

検体数

分 析 項 目

試料名＼分析項目
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別記 

秘密情報等取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報（以下「秘密情報等」という。）の保護

の重要性を認識し、この契約による業務の実施にあたっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

（秘密情報） 

第２条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注

者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何

に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当す

る情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外す

る。 

(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報 

(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報 

(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報 

(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報 

(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報 

（個人情報） 

第３条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注

者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報に該当するものをいう。 

（秘密情報等の権利の帰属） 

第４条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであること

を了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。 

２ 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物

（秘密情報等が複写された有体物を含む。）は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除

き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しな

い。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一

時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってす

べて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。 

（秘密情報等の取扱責任者） 

第５条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘

密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。 

（秘密保持及び事故防止） 
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第６条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同

様とする。 

２ 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業

務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなら

ないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。 

３ 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他

の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（保有の制限等） 

第７条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的

を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しな

ければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該

本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなけ

ればならない。 

（目的外使用の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約

の目的以外の目的に使用してはならない。 

（第三者への閲覧又は提供の禁止） 

第９条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる

ときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止又は制限） 

第１０条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、

発注者が止むを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。 

（外部持出しの禁止） 

第１１条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所か

ら持ち出してはならない。 

（返還又は廃棄等の義務） 

第１２条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、

秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに

発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処

分し、その結果を発注者に報告しなければならない。 

(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。 

(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。 

(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了した

とき。 

(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。 

２ 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元

ないし再生してはならない。 

（再委託等の禁止又は制限） 
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第１３条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者

に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負

わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。 

３ 受注者は、第１項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又

は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を

遵守させるよう措置しなければならない。 

（秘密情報等の管理） 

第１４条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を

保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密

情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏

洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。 

（立入調査） 

第１５条 発注者は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入る

ことができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。 

（報告義務） 

第１６条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければ

ならない。 

２ 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、

直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告

しなければならない。 

（指示） 

第１７条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等につ

いて、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。 

（法令等による開示） 

第１８条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によ

り、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情

報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によ

りこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するも

のとする。 

（事故時の責任） 

第１９条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、

漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。 

２ 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡

大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をと

るものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従っ

た措置をとることとする。 

（損害賠償） 

第２０条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三

者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、
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損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとす

る。 

２ 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損

害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。 

（契約解除） 

第２１条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除するこ

とができる。 

 


